
 資料２－１  

 

政務活動費の導入について 
 

１ 検討経過 

（１）令和３年 ７月２日  議長諮問事項に対する議会運営委員会の答申 

（２）令和４年 ９月５日  議長諮問事項に対する議会運営委員会の答申 

※ 「イ」では「令和６年度末をめどに導入の結論を出すことを目標」と明記 

※ 令和６年度活性化計画において「多様な議員のなり手実現に向けて検証」に明記 

（３）令和６年 10 月 17 日  第 16 回議会運営委員会 

（４）令和６年 10 月 30 日  第 12 回全員協議会 

（５）令和６年 11 月 22 日  第 19 回議会運営委員会 

（６）令和６年 12 月 ４日  第 20 回議会運営委員会 

（７）令和６年 12 月 ９日  議員研修 

（８）令和６年 12 月 18 日  議員間討議 

（９）令和６年 12 月 20 日  第 22 回議会運営委員会 

（10）令和６年 12 月 20 日  第 15 回全員協議会 

（11）令和６年 １月 24日  第 23 回議会運営委員会 

（12）令和７年 ３月 ５日  第 26 回議会運営委員会 

（13）令和７年 ３月 14日  第 19 回全員協議会 

 

２ 検討スケジュール＜第 15 回全員協議会決定（令和 6年 12 月 20 日）＞ 

（１） 議員研修会で出された課題を踏まえた議運案整理（～令和７年２月） 

（使途費目、使途基準、交付方法、交付金額、情報公開手法、使途審査機能、内規等） 

（２） 議員間討議による課題検討・協議、原案確定（～４月） 

（３） 議会サポーターとの協議（～７月） 

（４） 議会改革諮問会議への諮問（～９月） 

（５） 議会提案～議決（～１２月） 

 

３ 導入に向けた論点＜議員研修（R6.12.9 開催）で出された整理すべき課題＞ 

（１） 政務活動費の意義を議会全体で確認する（制度目的の共有） 

（２） 交付条例案と交付基準を作成する（使途の明確化） 

（３） 議会報告会等で政務活動費の意義や活用を住民に説明する（使途の透明性） 

（４） 政務活動費に係る事務のマニュアル化を進める（適正明快な一連の手続） 

 

 



４ 「３」の課題を踏まえた議会運営委員会の案に係る基本的な考え方 

 

（１） 政務活動費の意義（導入の目的・根拠） 

「地方分権改革時代に議会力を向上させる制度」及び「行政（首長）に対する 

監視・政策提言力を高めるための制度」として導入する（「議員報酬・政務活動

費の充実に向けた論点と手続き（令和４年２月発行）」引用）。 

また、現職議員のみならず、将来にわたって芽室町議会議員として活躍する

人財にとって、よりいっそうの多様な活動を促進するための制度として導入す

る。 

 

（２） 交付基準（ 「資料２－２」） 

交付基準の基本的な考え方は、本町議会独自に白紙から制度設計をするもの

ではなく、すでに当該制度を導入している近隣自治体議会の実態、実績を参酌

することとし、かつ、住民に対して説明責任を果たせる視点（透明性・公正性）

及び本町議会議員が積極的かつ柔軟に活用できる視点を加えたものである。 

 

（３） 使途の透明性の確保に係る手法（「資料２－２」） 

   交付基準の「６：使途審査機能」に、議会改革諮問会議を規定する。 

 

（４） 政務活動費の事務手続きのマニュアル化（「資料２－２」） 

交付基準の「７：内規等」に、「支出基準（ガイドライン）」及び「運用マニ

ュアル」を規定する。 

 

（５） 特記事項 

本町議会における政務活動費の導入にあたっては、これまでの間、長きにわ 

たり、議会改革諮問会議からの答申を基に継続的に調査・研究してきた成果で

あり、「（１）政務活動費の意義（導入の目的・根拠）」を大前提とするものであ

るが、住民感情としては、当該制度に係る誤解や疑念も現実に存在することか

ら、住民視点での「社会通念上の常識」を常に意識して運用することを付帯事

項とする。 

具体的には、個々の使途費目について、必要に応じて「内規等」で具体基準

を整理し、議会内部で共通認識を図り運用することとする。 

 


